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診療用放射線照射器具を永久的に挿入された患者の退出 

及び挿入後の線源の取扱いについて（事務連絡） 

 

 

 診療用放射線照射器具については、これまで、当該器具を挿入された患者及び

挿入後の線源の取扱いに関する指針を通知にてお示しし、貴管下医療機関におけ

る当該器具の適切な取扱いについて周知徹底をお願いするとともに、医療機関へ

の指導にあたってのご参考のため、当該器具を用いる診療における推定被ばく線

量の算定根拠等を送付してきたところです。 

今般、「診療用放射線照射器具を永久的に挿入された患者の退出及び挿入後の

線源の取扱いについて」（平成 30 年７月 10 日付け医政地発 0710 第１号厚生労

働省医政局地域医療計画課長通知）において、当該器具の適切な取扱いに関する

指針を改めてお示ししたところですが、貴管下医療機関への指導にあたって参考

とされるよう、指針の策定にあたって参考といたしました厚生労働科学研究費補

助金（地域医療基盤開発推進研究事業）による「新たな治療手法に対応する医療

放射線防護に関する研究」（主任研究者：細野眞近畿大学医学部放射線医学教室

教授）の研究報告書の関係部分を送付いたします。 

 

 

 

 

 

        （問い合わせ先）   厚生労働省医政局地域医療計画課 

課長補佐 稲木 

医療放射線管理専門官 北村 
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